
 

平成１９年５月１６日 

内閣府民間資金等活用事業推進室 
 

 

「官民連携手法に関する関係省庁連絡協議会」の設置について 
 

 

１．趣旨 

（１）我が国における官民連携して公共サービス、公共施設の管理等を行う手法については、指

定管理者制度、市場化テスト、PFI 制度等がある。これらは制度上の相違点はあるものの、サ

ービスの質の向上と行政コストの節減の両立を目指しているという点では共通しており、各

制度を所管する府省間の連携・協力により、より一層の事業の推進が図られることが期待さ

れる。 

（２）このため、今般、各手法の適切な推進を図る観点から関係府省相互の連携・協力を図るた

め、必要な情報交換等を行うことを目的として、関係府省の担当部局で構成される「官民連

携手法に関する関係省庁連絡協議会」（以下「協議会」という。）を設置し、その第１回協議

会を平成１９年５月１５日に行ったところ。 

 

２．構成 

  協議会の構成員は以下のとおり。 

   内閣府 公共サービス改革推進室参事官 

       民間資金等活用事業推進室参事官 

   総務省 自治行政局行政課長 

            地域振興課長 

            行政体制整備室長  

  （協議会の庶務は内閣府民間資金等活用事業推進室が処理する） 

 

３．第１回協議会の内容 

  第１回協議会の主な内容は以下のとおり。 

  ・指定管理者制度、市場化テスト、PFI 制度の各手法について、各担当部局より現状等に関

する報告がなされた。 

  ・今後、官民連携手法の適切な活用について、必要な情報交換等を行っていくことが確認さ

れた。 

 

以   上 
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